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会　員　各　位
公益社団法人小石川法人会

会 長　清水　和雄

第12回通常総会及び情報交換会
事前のご案内とお願いについて

日　時　　令和５年６月20日（火）17時30分より
　　　　　【第一部】　第12回通常総会　　17時30分より
　　　　　【第二部】　情報交換会　　　　18時30分より
場　所　　東京ドームホテル　　地下１階　シンシア
　　　　　　文京区後楽１－３－61　　℡ 5805－2121
会　費　　情報交換会ご出席の方はお一人　10,000円

　法律に定められた正式な「総会招集通知」については、５月10日（水）に開催される理事会後に、
通常総会参考書類と同封して発送いたしますので、必要事項をご記入いただき、ご返送をお願い
申し上げます。
　また、やむを得ない理由により総会にご欠席される会員の方は、他の会員を代理人として議決
権を委任することができます。委任状の提出につきましては、会員の皆様のご協力を何卒よろし
くお願い申し上げます。
※開催を変更する場合がございます。
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◆
税
金
の
　
果
た
す
役
割
　
無
げ
ん
大
（
東
京
学
芸
大
学
附
属
竹
早
小
学
校
）

一
月
二
十
四
日
（
火
）
林
友
ビ
ル
六
階
会

議
室
に
お
い
て
第
一
支
部
の
特
別
研
修
会
が

開
催
さ
れ
、
講
師
を
税
理
士
法
人
シ
ン
フ
ォ

ニ
ー
の
税
理
士
　
新
井
庸
義
先
生
に
お
願
い

し
、「
緊
急
！
資
金
繰
り
対
策
と
経
営
改
善
　

資
金
繰
り
に
強
い
会
社
を
目
指
す
戦
略
」
と

題
し
た
研
修
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

新
井
先
生
の
研
修
は
ま
ず
「
Ｂ
Ｓ
に
は
経

営
者
の
考
え
・
性
格
が
表
れ
、
Ｐ
Ｌ
は
経
営

者
と
社
員
が
協
働
で
つ
く
る
も
の
」
と
改
め

令
和
四
年
度
の
確
定
申
告
が
始
ま
る
前
日

の
二
月
十
五
日
（
水
）
水
道
橋
交
差
点
ミ
ー

ツ
ポ
ー
ト
前
に
お
い
て
恒
例
の
街
頭
広
報
活

動
を
元
気
に
行
い
ま
し
た
。

広
報
委
員
、
倉
成
小
石
川
税
務
署
長
、
渡

辺
第
一
統
括
官
、
石
井
第
一
上
席
審
理
官
、

イ
ー
タ
君
、
事
務
局
員
総
勢
十
四
名
で
「
確

定
申
告
が
始
ま
り
ま
す
」「
確
定
申
告
は
お

早
め
に
」「
ス
マ
ホ
で
確
定
申
告
を
」
と
呼

び
掛
け
な
が
ら
、
チ
ラ
シ
と
筆
記
用
具
を
配

布
し
ま
し
た
。

署
が
ご
用
意
く
だ
さ
っ
た
一
億
円
の
レ
プ

リ
カ
に
足
を
止
め
る
方
も
い
て
三
十
分
余
り

で
活
動
を
終
え
ま
し
た
。

確
定
申
告
広
報
活
動

第
一
支
部
　
特
別
研
修
会

て
認
識
し
て
自
社
を
客
観
的
に
見
る
ポ
イ
ン

ト
を
示
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
資
金
繰
り
を
考

え
て
い
く
コ
ツ
の
押
さ
え
方
、
ま
た
税
務
調

査
に
お
い
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
な
ど
も

織
り
交
ぜ
な
が
ら
と
て
も
具
体
的
で
分
か
り

や
す
く
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
金
融
機
関
と
の

良
い
関
係
の
作
り
方
な
ど
に
も
触
れ
ら
れ
、

内
容
は
ぐ
っ
と
詰
ま
っ
て
い
て
か
つ
実
用
的

で
と
て
も
役
立
つ
も
の
で
し
た
。
ま
た
先
生

の
経
営
者
と
し
て
の
一
面
も
垣
間
見
え
、
シ

ン
パ
シ
ー
を
感
じ
な
が
ら
の
本
当
に
あ
っ
と

い
う
間
の
勉
強
会
で
し
た
。

寒風に負けずに頑張りました！

いつでも大人気のイータ君

内容ギュー詰めの新井先生研修会



　
政
府
は
、令
和
４
年
１２
月
２３
日
に
令
和
５
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
法
人
税
の
軽
減
税
率
の
特
例
期
限
の
延
長
は
実
現
さ
れ
、イ
ン
ボ
イ
ス
に
つ
い

て
は
影
響
が
大
き
い
改
正
と
な
り
ま
し
た
。ま
た
、Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
や
相
続
時
精
算
課
税
制
度
、電
子
帳
簿
保
存

法
も
改
正
さ
れ
注
目
論
点
が
多
い
年
と
な
っ
て
い
ま
す
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑴
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
税
制
の

　
見
直
し
　

　
対
象
と
な
る
特
定
株
式
に
つ
い
て
、

発
行
法
人
以
外
か
ら
の
購
入
に
よ
り
取

得
し
て
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
こ

と
に
な
る
場
合
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

従
来
の
払
込
み
に
よ
る
場
合
の
上
限
額

は
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵
研
究
開
発
税
制
の
見
直
し

　
一
般
試
験
研
究
費
の
額
に
か
か
る
税

額
控
除
制
度
に
つ
い
て
は
、下
限
を
２
％

か
ら
１
％
に
引
き
下
げ
、上
限
を
10
％

か
ら
14
％
に
引
き
上
げ
、適
用
期
限
は

　
３
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。試
験
研
究

費
の
額
が
平
均
売
上
金
額
の
10
%
を
超

え
る
場
合
の
税
額
控
除
率
の
特
例
及
び

控
除
税
額
の
上
乗
せ
の
特
例
の
適
用
期

限
は
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

　
中
小
企
業
技
術
基
盤
強
化
税
制
に
つ

い
て
は
、増
減
試
験
研
究
費
割
合
が
12

%
を
超
え
る
場
合
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。税
額
控
除
率
の
12
％
に
、増
減
試
験

研
究
費
割
合
か
ら
12
％
を
控
除
し
た
割

合
に
0
・
3
7
5
を
乗
じ
た
割
合
を
加

算
し
ま
す
。試
験
研
究
費
割
合
が
10
％

超
の
場
合
の
上
乗
せ
措
置
に
つ
い
て
は

従
来
通
り
で
す
。

　
特
別
試
験
研
究
費
に
対
す
る
税
額
控

除
制
度
に
つ
い
て
は
、①
対
象
と
な
る

特
別
試
験
研
究
費
の
額
に
、特
別
新
事

業
開
拓
事
業
者
と
の
共
同
研
究
及
び
特

別
新
事
業
開
拓
事
業
者
へ
の
委
託
研
究

に
係
る
試
験
研
究
費
の
額
を
加
え
ら
れ

ま
す
。税
額
控
除
率
は
25
％
と
さ
れ
ま

す
。②
対
象
と
な
る
特
別
試
験
研
究
費

の
額
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
新
規

高
度
研
究
業
務
従
事
者
に
対
す
る
人
件

費
が
含
め
ら
れ
ま
す
。税
額
控
除
率
は

20
％
と
さ
れ
ま
す
。③
対
象
と
な
る
特

別
試
験
研
究
費
の
範
囲
か
ら
、研
究
開

発
型
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
の
共
同
研
究

及
び
研
究
開
発
型
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
へ

の
委
託
研
究
に
係
る
試
験
研
究
費
が
除

外
さ
れ
ま
す
。

⑶
中
小
企
業
等
の
法
人
税
の
軽
減
税
率
の

　
特
例
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽
減

税
率
の
特
例
期
限
は
2
年
間
延
長
さ
れ

ま
す
。

⑷
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
見
直
し

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
等
を
利
用
し
た
節
税

を
除
外
し
て
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑸
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力
向
上
設

　
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
例

　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
に
つ
い
て
、

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
業（
主
要
な
事
業
で

あ
る
も
の
を
除
く
）又
は
暗
号
資
産
マ

イ
ニ
ン
グ
を
委
託
し
て
い
る
場
合
な
ど

を
除
外
し
て
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑴
相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
つ
い
て
の

　
見
直
し

　
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
、特
定

贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財

産
に
係
る
そ
の
年
分
の
贈
与
税
に
つ
い

て
は
、従
来
の
基
礎
控
除
と
は
別
途
、課

税
価
格
か
ら
基
礎
控
除
1
1
0
万
円
を

控
除
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。さ
ら
に
、

特
定
贈
与
者
の
死
亡
の
際
の
相
続
税
の

課
税
価
格
に
加
算
と
な
る
額
は
、基
礎

控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
と
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
特
定

贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
一

定
の
不
動
産
に
つ
い
て
、災
害
等
に
よ
っ

て
被
害
を
受
け
た
場
合
は
、相
続
税
の

課
税
価
格
へ
の
加
算
と
な
る
価
額
は
、

贈
与
時
の
価
額
か
ら
被
害
を
受
け
た
部

分
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
残
額
と

さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
4
年
分
の
贈
与
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

⑵
生
前
贈
与
加
算
の
期
間
の
見
直
し

　
相
続
税
の
生
前
贈
与
加
算
さ
れ
る
期

間
が
、3
年
以
内
か
ら
7
年
以
内
に
変
更

さ
れ
ま
す
。な
お
、3
年
以
内
に
贈
与
さ
れ

た
財
産
以
外
に
つ
い
て
は
、財
産
の
価
額

の
合
計
額
か
ら
1
0
0
万
円
を
控
除
し

た
残
額
が
課
税
価
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
4
年
以
後
贈
与
に
よ
り
取
得

す
る
財
産
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
教
育
資
金
贈
与
の
見
直
し

　
直
系
尊
属
か
ら
教
育
資
金
の
一
括
贈

与
を
受
け
た
場
合
の
非
課
税
措
置
に
つ

い
て
、次
の
変
更
を
加
え
て
、適
用
期
限

が
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。①
贈
与
者

の
死
亡
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
の

合
計
額
が
5
億
円
を
超
え
る
場
合
は
、

常
に
課
税
対
象
と
さ
れ
ま
す
。②
受
贈

者
が
30
歳
に
達
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、

贈
与
税
が
課
さ
れ
る
と
き
は
、
一
般
税

率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。③
教
育
資
金
の

範
囲
に
、都
道
府
県
知
事
等
か
ら
国
家

戦
略
特
別
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
の

外
国
の
保
育
士
資
格
を
有
す
る
者
の
人

員
配
置
基
準
等
の
一
定
の
基
準
を
満
た

す
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
認
可

外
保
育
施
設
に
支
払
わ
れ
る
保
育
料
等

が
加
え
ら
れ
ま
す
。

　
2
0
2
3
年
4
月
以
後
の
教
育
資
金

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑷
結
婚
・子
育
て
資
金
贈
与
の
見
直
し

　
直
系
尊
属
か
ら
結
婚
・
子
育
て
資

金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
非

課
税
措
置
に
つ
い
て
、
受
贈
者
が
50

歳
に
達
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
贈

与
税
が
課
さ
れ
る
と
き
は
、
一
般
税

率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
し
た
上
で
、

適
用
期
限
が
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
3
年
4
月
以
後
の
贈
与
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
恒
久
化

　
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
に
つ
い
て
、恒
久
化
し
、

期
限
を
撤
廃
し
ま
し
た
。ま
た
、
一
般
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
と
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
統
合
し

た
上
で
、つ
み
た
て
投
資
枠
と
成
長
投
資

枠
が
設
け
ら
れ
ま
す
。な
お
、新
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
制
度
は
2
0
2
4
年
か
ら
と
な
り
、

2
0
2
3
年
中
は
旧
制
度
の
適
用
と
な

り
ま
す
。概
要
を
比
較
す
る
と
次
の
通
り

で
す
。

　
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、2
0
2
3
年

ま
で
で
終
了
と
な
り
ま
す
。新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

制
度
は
18
歳
以
上
が
利
用
で
き
ま
す
。

⑵
極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
対
す
る

　
負
担
の
適
正
化

　
基
準
所
得
金
額
か
ら
3
億
3
千
万
円

を
控
除
し
た
金
額
に
22
・
5
％
の
税
率

を
乗
じ
た
金
額
が
、そ
の
年
分
の
基
準

所
得
税
額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、

所
得
税
を
課
税
す
る
制
度
が
創
設
さ
れ

ま
す
。

　
基
準
所
得
金
額
と
は
、そ
の
年
分
の

所
得
税
に
つ
い
て
申
告
不
要
制
度
を
適

用
し
な
い
で
計
算
し
た
合
計
所
得
金
額

で
す
。基
準
所
得
税
額
と
は
、そ
の
年
分

の
基
準
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
の
額

で
す
。な
お
、基
準
所
得
金
額
に
は
、源

泉
分
離
課
税
の
対
象
と
な
る
所
得
金
額

及
び
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
で
非
課
税
と
な
る

額
は
含
み
ま
せ
ん
。

　
2
0
2
5
年
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
の
改
正

　
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
に
つ
い
て
は
、投
資

し
た
金
額
に
つ
い
て
、そ
の
年
の
株
式
の

譲
渡
所
得
か
ら
控
除
で
き
る
部
分
に
つ

い
て
は
従
来
通
り
で
す
が
、株
式
を
売

却
し
た
際
に
20
億
円
ま
で
課
税
さ
れ
な

い
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。従
来
は
課
税

の
繰
り
延
べ
だ
っ
た
も
の
が
２０
億
円
の

非
課
税
枠
を
設
け
た
形
で
す
。

⑷
特
定
中
小
会
社
設
立
時
発
行
株
式
に
関

　
す
る
控
除
制
度

　
特
定
の
中
小
会
社
の
設
立
時
に
払
い

込
ん
だ
金
額
に
つ
い
て
、そ
の
取
得
を
し

た
年
の
株
式
の
譲
渡
所
得
か
ら
控
除
で

き
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。ま
た
、そ

の
株
式
を
売
却
し
た
際
に
20
億
円
ま
で

課
税
さ
れ
な
い
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
と
の
選
択
適
用
と
な

り
ま
す
。

⑸
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
改
正

　
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
税
制
の
株
式

の
権
利
行
使
時
期
が
、付
与
決
議
の
日

か
ら
2
年
超
か
つ
10
年
以
内
か
ら
、２

年
超
か
つ
15
年
以
内
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑴
売
上
税
額
の
２
割
で
消
費
税
を
計
算
で

　
き
る
特
例

　
免
税
事
業
者
が
登
録
申
請
し
た
場
合
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
3
年
間
は
、

8
割
の
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
ま

す
。つ
ま
り
、売
上
税
額
の
2
割
だ
け
を

納
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
１
万
円
未
満
に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
を
不
要

　
と
す
る
特
例

　
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
1
億
円

以
下
又
は
特
定
期
間
の
課
税
売
上
高

5
千
万
円
以
下
で
あ
る
事
業
者
が
、イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
6
年
間
の
課
税

仕
入
に
つ
い
て
支
払
対
価
が
1
万
円
未

満
で
あ
る
場
合
に
は
、帳
簿
の
み
の
保

存
で
税
額
控
除
を
認
め
ら
れ
ま
す
。

⑶
適
格
返
還
請
求
書
の
交
付
義
務
の
免
除

　
の
特
例

　
売
上
に
係
る
対
価
の
返
還
が
税
込
み

1
万
円
未
満
の
場
合
は
、適
格
返
還
請

求
書
の
交
付
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

事
実
上
、振
込
手
数
料
分
の
値
引
き
に

対
す
る
特
例
で
す
。

⑷
登
録
申
請
書
の
提
出
期
限
の
変
更

　
2
0
2
2
年
10
月
1
日
か
ら
登
録
し

た
い
場
合
に
、2
0
2
2
年
3
月
末
ま

で
に
申
請
が
必
要
と
い
う
取
り
扱
い
が

事
実
上
な
く
な
り
ま
す
。

⑴
グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム
課
税
へ
の
対
応

　
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
属

す
る
法
人
に
対
し
て
、国
際
最
低
課
税

額
に
対
す
る
法
人
税
を
課
税
す
る
仕
組

み
を
創
設
し
ま
す
。2
0
2
4
年
4
月

以
後
開
始
す
る
対
象
会
計
年
度
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。

⑵
外
国
子
会
社
合
算
税
制
等
の
見
直
し

　
外
国
子
会
社
合
算
税
制
に
つ
い
て
、特

定
外
国
関
係
会
社
の
税
負
担
割
合
が

27
％
以
上（
現
行
は
30
％
以
上
）で
あ
る

場
合
に
は
適
用
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。2
0
2
4
年
4
月
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
非
居
住
者
の
カ
ジ
ノ
所
得
の
非
課
税
制

　
度
の
創
設

　
非
居
住
者
の
2
0
2
7
年
か
ら
2
0

3
1
年
ま
で
の
間
の
課
税
所
得
に
つ
い

て
は
所
得
税
を
課
さ
な
い
取
扱
い
が
創

設
さ
れ
ま
す
。

　
電
子
帳
簿
保
存
制
度
に
関
し
て
見
直

し
を
行
い
ま
す
。①
過
少
申
告
加
算
税

の
軽
減
対
象
と
な
る
優
良
な
電
子
帳
簿

の
範
囲
に
つ
い
て
明
確
化
さ
れ
ま
す
。

2
0
2
4
年
1
月
以
後
に
申
告
期
限
等

が
到
来
す
る
国
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

②
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
に
つ
い
て
、解
像

度
、階
調
及
び
大
き
さ
に
関
す
る
情
報

の
保
存
要
件
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。記
録

事
項
の
入
力
者
等
に
関
す
る
確
認
要
件

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。相
互
関
連
性
要
件

に
つ
い
て
は
、契
約
書
・
領
収
書
等
の
重

要
書
類
に
限
定
さ
れ
ま
す
。2
0
2
4

年
1
月
以
後
に
保
存
が
行
わ
れ
る
国
税

関
係
書
類
に
適
用
さ
れ
ま
す
。③
電
子

取
引
に
つ
い
て
、判
定
期
間
に
お
け
る
売

上
高
が
5
千
万
円
以
下
で
あ
る
保
存
義

務
者
と
電
磁
的
記
録
の
出
力
書
面
を
用

意
し
、か
つ
電
磁
的
記
録
を
行
う
者
に

つ
い
て
は
、検
索
要
件
の
全
て
を
不
要
と

し
ま
す
。2
0
2
4
年
1
月
以
後
に
行

う
電
子
取
引
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
防
衛
力
強
化
に
係
る
財
源
確
保
の
た

め
の
税
制
措
置
と
し
て
、2
0
2
4
年

以
降
の
適
切
な
時
期
を
施
行
時
期
と
し

て
、2
0
2
7
年
度
ま
で
に
段
階
的
に

実
施
さ
れ
ま
す
。

①
法
人
税
額
に
対
し
、税
率
4
〜
4
・

5
%
の
付
加
税
を
課
す
こ
と
と
さ
れ
ま

す
。た
だ
し
、課
税
標
準
と
な
る
法
人
税

額
か
ら
5
0
0
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

②
所
得
税
額
に
対
し
、当
分
の
間
、税
率

1
%
の
新
た
な
付
加
税
を
課
す
こ
と
と

し
、
一
方
で
、復
興
特
別
所
得
税
の
税

率
を
1
％
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、課

税
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
す
。③
た
ば
こ

税
に
つ
い
て
は
、
一
本
あ
た
り
３
円
の

引
上
げ
が
、段
階
的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税
関
係

国
際
課
税

納
税
環
境
整
備

防
衛
力
強
化
に
係
る

財
源
確
保
の
た
め
の
税
制
措
置

消
費
税
関
係

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-offi

ce.jp/

〜
中
小
企
業
向
け
の
軽
減
税
率
や
投
資
促
進
税
制
、経
営
強
化
税
制
の

　
　
　 
２
年
延
長
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
け
る
各
種
特
例
措
置
な
ど
〜

令
和
5
年
度 

税
制
改
正
大
綱

投資金額
の下限額

投資金額
の上限額
特定事業活動
の継続期間

払込みに
よる取得

大企業
１億円以上
中小企業
１千万円以上
海外企業
５億円以上

５０億円

３年

発行法人以外
からの購入

５億円以上

海外企業は
対象外

２００億円

５年

実施期間

非課税
保有期間

累計の非課税
投資可能額

年間投資
可能額

つみたてＮＩＳＡ

2042年まで

最大20年間

800万円

40万円

一般ＮＩＳＡ

2023年まで

最大5年間

600万円

120万円

新ＮＩＳＡ

2024年から
恒久化

期限の制限なし

1,800万円
（内成長投資枠
1,200万円）

つみたて投資枠
120万円
成長投資枠
240万円

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－

　
政
府
は
、令
和
４
年
１２
月
２３
日
に
令
和
５
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
法
人
税
の
軽
減
税
率
の
特
例
期
限
の
延
長
は
実
現
さ
れ
、イ
ン
ボ
イ
ス
に
つ
い

て
は
影
響
が
大
き
い
改
正
と
な
り
ま
し
た
。ま
た
、Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
や
相
続
時
精
算
課
税
制
度
、電
子
帳
簿
保
存

法
も
改
正
さ
れ
注
目
論
点
が
多
い
年
と
な
っ
て
い
ま
す
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑴
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
税
制
の

　
見
直
し
　

　
対
象
と
な
る
特
定
株
式
に
つ
い
て
、

発
行
法
人
以
外
か
ら
の
購
入
に
よ
り
取

得
し
て
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
こ

と
に
な
る
場
合
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

従
来
の
払
込
み
に
よ
る
場
合
の
上
限
額

は
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵
研
究
開
発
税
制
の
見
直
し

　
一
般
試
験
研
究
費
の
額
に
か
か
る
税

額
控
除
制
度
に
つ
い
て
は
、下
限
を
２
％

か
ら
１
％
に
引
き
下
げ
、上
限
を
10
％

か
ら
14
％
に
引
き
上
げ
、適
用
期
限
は

　
３
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。試
験
研
究

費
の
額
が
平
均
売
上
金
額
の
10
%
を
超

え
る
場
合
の
税
額
控
除
率
の
特
例
及
び

控
除
税
額
の
上
乗
せ
の
特
例
の
適
用
期

限
は
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

　
中
小
企
業
技
術
基
盤
強
化
税
制
に
つ

い
て
は
、増
減
試
験
研
究
費
割
合
が
12

%
を
超
え
る
場
合
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。税
額
控
除
率
の
12
％
に
、増
減
試
験

研
究
費
割
合
か
ら
12
％
を
控
除
し
た
割

合
に
0
・
3
7
5
を
乗
じ
た
割
合
を
加

算
し
ま
す
。試
験
研
究
費
割
合
が
10
％

超
の
場
合
の
上
乗
せ
措
置
に
つ
い
て
は

従
来
通
り
で
す
。

　
特
別
試
験
研
究
費
に
対
す
る
税
額
控

除
制
度
に
つ
い
て
は
、①
対
象
と
な
る

特
別
試
験
研
究
費
の
額
に
、特
別
新
事

業
開
拓
事
業
者
と
の
共
同
研
究
及
び
特

別
新
事
業
開
拓
事
業
者
へ
の
委
託
研
究

に
係
る
試
験
研
究
費
の
額
を
加
え
ら
れ

ま
す
。税
額
控
除
率
は
25
％
と
さ
れ
ま

す
。②
対
象
と
な
る
特
別
試
験
研
究
費

の
額
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
新
規

高
度
研
究
業
務
従
事
者
に
対
す
る
人
件

費
が
含
め
ら
れ
ま
す
。税
額
控
除
率
は

20
％
と
さ
れ
ま
す
。③
対
象
と
な
る
特

別
試
験
研
究
費
の
範
囲
か
ら
、研
究
開

発
型
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
の
共
同
研
究

及
び
研
究
開
発
型
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
へ

の
委
託
研
究
に
係
る
試
験
研
究
費
が
除

外
さ
れ
ま
す
。

⑶
中
小
企
業
等
の
法
人
税
の
軽
減
税
率
の

　
特
例
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽
減

税
率
の
特
例
期
限
は
2
年
間
延
長
さ
れ

ま
す
。

⑷
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
見
直
し

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
等
を
利
用
し
た
節
税

を
除
外
し
て
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑸
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力
向
上
設

　
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
例

　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
に
つ
い
て
、

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
業（
主
要
な
事
業
で

あ
る
も
の
を
除
く
）又
は
暗
号
資
産
マ

イ
ニ
ン
グ
を
委
託
し
て
い
る
場
合
な
ど

を
除
外
し
て
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑴
相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
つ
い
て
の

　
見
直
し

　
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
、特
定

贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財

産
に
係
る
そ
の
年
分
の
贈
与
税
に
つ
い

て
は
、従
来
の
基
礎
控
除
と
は
別
途
、課

税
価
格
か
ら
基
礎
控
除
1
1
0
万
円
を

控
除
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。さ
ら
に
、

特
定
贈
与
者
の
死
亡
の
際
の
相
続
税
の

課
税
価
格
に
加
算
と
な
る
額
は
、基
礎

控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
と
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
特
定

贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
一

定
の
不
動
産
に
つ
い
て
、災
害
等
に
よ
っ

て
被
害
を
受
け
た
場
合
は
、相
続
税
の

課
税
価
格
へ
の
加
算
と
な
る
価
額
は
、

贈
与
時
の
価
額
か
ら
被
害
を
受
け
た
部

分
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
残
額
と

さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
4
年
分
の
贈
与
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

⑵
生
前
贈
与
加
算
の
期
間
の
見
直
し

　
相
続
税
の
生
前
贈
与
加
算
さ
れ
る
期

間
が
、3
年
以
内
か
ら
7
年
以
内
に
変
更

さ
れ
ま
す
。な
お
、3
年
以
内
に
贈
与
さ
れ

た
財
産
以
外
に
つ
い
て
は
、財
産
の
価
額

の
合
計
額
か
ら
1
0
0
万
円
を
控
除
し

た
残
額
が
課
税
価
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
4
年
以
後
贈
与
に
よ
り
取
得

す
る
財
産
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
教
育
資
金
贈
与
の
見
直
し

　
直
系
尊
属
か
ら
教
育
資
金
の
一
括
贈

与
を
受
け
た
場
合
の
非
課
税
措
置
に
つ

い
て
、次
の
変
更
を
加
え
て
、適
用
期
限

が
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。①
贈
与
者

の
死
亡
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
の

合
計
額
が
5
億
円
を
超
え
る
場
合
は
、

常
に
課
税
対
象
と
さ
れ
ま
す
。②
受
贈

者
が
30
歳
に
達
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、

贈
与
税
が
課
さ
れ
る
と
き
は
、
一
般
税

率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。③
教
育
資
金
の

範
囲
に
、都
道
府
県
知
事
等
か
ら
国
家

戦
略
特
別
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
の

外
国
の
保
育
士
資
格
を
有
す
る
者
の
人

員
配
置
基
準
等
の
一
定
の
基
準
を
満
た

す
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
認
可

外
保
育
施
設
に
支
払
わ
れ
る
保
育
料
等

が
加
え
ら
れ
ま
す
。

　
2
0
2
3
年
4
月
以
後
の
教
育
資
金

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑷
結
婚
・子
育
て
資
金
贈
与
の
見
直
し

　
直
系
尊
属
か
ら
結
婚
・
子
育
て
資

金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
非

課
税
措
置
に
つ
い
て
、
受
贈
者
が
50

歳
に
達
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
贈

与
税
が
課
さ
れ
る
と
き
は
、
一
般
税

率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
し
た
上
で
、

適
用
期
限
が
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
3
年
4
月
以
後
の
贈
与
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
恒
久
化

　
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
に
つ
い
て
、恒
久
化
し
、

期
限
を
撤
廃
し
ま
し
た
。ま
た
、
一
般
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
と
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
統
合
し

た
上
で
、つ
み
た
て
投
資
枠
と
成
長
投
資

枠
が
設
け
ら
れ
ま
す
。な
お
、新
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
制
度
は
2
0
2
4
年
か
ら
と
な
り
、

2
0
2
3
年
中
は
旧
制
度
の
適
用
と
な

り
ま
す
。概
要
を
比
較
す
る
と
次
の
通
り

で
す
。

　
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、2
0
2
3
年

ま
で
で
終
了
と
な
り
ま
す
。新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

制
度
は
18
歳
以
上
が
利
用
で
き
ま
す
。

⑵
極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
対
す
る

　
負
担
の
適
正
化

　
基
準
所
得
金
額
か
ら
3
億
3
千
万
円

を
控
除
し
た
金
額
に
22
・
5
％
の
税
率

を
乗
じ
た
金
額
が
、そ
の
年
分
の
基
準

所
得
税
額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、

所
得
税
を
課
税
す
る
制
度
が
創
設
さ
れ

ま
す
。

　
基
準
所
得
金
額
と
は
、そ
の
年
分
の

所
得
税
に
つ
い
て
申
告
不
要
制
度
を
適

用
し
な
い
で
計
算
し
た
合
計
所
得
金
額

で
す
。基
準
所
得
税
額
と
は
、そ
の
年
分

の
基
準
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
の
額

で
す
。な
お
、基
準
所
得
金
額
に
は
、源

泉
分
離
課
税
の
対
象
と
な
る
所
得
金
額

及
び
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
で
非
課
税
と
な
る

額
は
含
み
ま
せ
ん
。

　
2
0
2
5
年
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
の
改
正

　
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
に
つ
い
て
は
、投
資

し
た
金
額
に
つ
い
て
、そ
の
年
の
株
式
の

譲
渡
所
得
か
ら
控
除
で
き
る
部
分
に
つ

い
て
は
従
来
通
り
で
す
が
、株
式
を
売

却
し
た
際
に
20
億
円
ま
で
課
税
さ
れ
な

い
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。従
来
は
課
税

の
繰
り
延
べ
だ
っ
た
も
の
が
２０
億
円
の

非
課
税
枠
を
設
け
た
形
で
す
。

⑷
特
定
中
小
会
社
設
立
時
発
行
株
式
に
関

　
す
る
控
除
制
度

　
特
定
の
中
小
会
社
の
設
立
時
に
払
い

込
ん
だ
金
額
に
つ
い
て
、そ
の
取
得
を
し

た
年
の
株
式
の
譲
渡
所
得
か
ら
控
除
で

き
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。ま
た
、そ

の
株
式
を
売
却
し
た
際
に
20
億
円
ま
で

課
税
さ
れ
な
い
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
と
の
選
択
適
用
と
な

り
ま
す
。

⑸
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
改
正

　
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
税
制
の
株
式

の
権
利
行
使
時
期
が
、付
与
決
議
の
日

か
ら
2
年
超
か
つ
10
年
以
内
か
ら
、２

年
超
か
つ
15
年
以
内
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑴
売
上
税
額
の
２
割
で
消
費
税
を
計
算
で

　
き
る
特
例

　
免
税
事
業
者
が
登
録
申
請
し
た
場
合
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
3
年
間
は
、

8
割
の
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
ま

す
。つ
ま
り
、売
上
税
額
の
2
割
だ
け
を

納
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
１
万
円
未
満
に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
を
不
要

　
と
す
る
特
例

　
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
1
億
円

以
下
又
は
特
定
期
間
の
課
税
売
上
高

5
千
万
円
以
下
で
あ
る
事
業
者
が
、イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
6
年
間
の
課
税

仕
入
に
つ
い
て
支
払
対
価
が
1
万
円
未

満
で
あ
る
場
合
に
は
、帳
簿
の
み
の
保

存
で
税
額
控
除
を
認
め
ら
れ
ま
す
。

⑶
適
格
返
還
請
求
書
の
交
付
義
務
の
免
除

　
の
特
例

　
売
上
に
係
る
対
価
の
返
還
が
税
込
み

1
万
円
未
満
の
場
合
は
、適
格
返
還
請

求
書
の
交
付
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

事
実
上
、振
込
手
数
料
分
の
値
引
き
に

対
す
る
特
例
で
す
。

⑷
登
録
申
請
書
の
提
出
期
限
の
変
更

　
2
0
2
2
年
10
月
1
日
か
ら
登
録
し

た
い
場
合
に
、2
0
2
2
年
3
月
末
ま

で
に
申
請
が
必
要
と
い
う
取
り
扱
い
が

事
実
上
な
く
な
り
ま
す
。

⑴
グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム
課
税
へ
の
対
応

　
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
属

す
る
法
人
に
対
し
て
、国
際
最
低
課
税

額
に
対
す
る
法
人
税
を
課
税
す
る
仕
組

み
を
創
設
し
ま
す
。2
0
2
4
年
4
月

以
後
開
始
す
る
対
象
会
計
年
度
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。

⑵
外
国
子
会
社
合
算
税
制
等
の
見
直
し

　
外
国
子
会
社
合
算
税
制
に
つ
い
て
、特

定
外
国
関
係
会
社
の
税
負
担
割
合
が

27
％
以
上（
現
行
は
30
％
以
上
）で
あ
る

場
合
に
は
適
用
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。2
0
2
4
年
4
月
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
非
居
住
者
の
カ
ジ
ノ
所
得
の
非
課
税
制

　
度
の
創
設

　
非
居
住
者
の
2
0
2
7
年
か
ら
2
0

3
1
年
ま
で
の
間
の
課
税
所
得
に
つ
い

て
は
所
得
税
を
課
さ
な
い
取
扱
い
が
創

設
さ
れ
ま
す
。

　
電
子
帳
簿
保
存
制
度
に
関
し
て
見
直

し
を
行
い
ま
す
。①
過
少
申
告
加
算
税

の
軽
減
対
象
と
な
る
優
良
な
電
子
帳
簿

の
範
囲
に
つ
い
て
明
確
化
さ
れ
ま
す
。

2
0
2
4
年
1
月
以
後
に
申
告
期
限
等

が
到
来
す
る
国
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

②
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
に
つ
い
て
、解
像

度
、階
調
及
び
大
き
さ
に
関
す
る
情
報

の
保
存
要
件
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。記
録

事
項
の
入
力
者
等
に
関
す
る
確
認
要
件

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。相
互
関
連
性
要
件

に
つ
い
て
は
、契
約
書
・
領
収
書
等
の
重

要
書
類
に
限
定
さ
れ
ま
す
。2
0
2
4

年
1
月
以
後
に
保
存
が
行
わ
れ
る
国
税

関
係
書
類
に
適
用
さ
れ
ま
す
。③
電
子

取
引
に
つ
い
て
、判
定
期
間
に
お
け
る
売

上
高
が
5
千
万
円
以
下
で
あ
る
保
存
義

務
者
と
電
磁
的
記
録
の
出
力
書
面
を
用

意
し
、か
つ
電
磁
的
記
録
を
行
う
者
に

つ
い
て
は
、検
索
要
件
の
全
て
を
不
要
と

し
ま
す
。2
0
2
4
年
1
月
以
後
に
行

う
電
子
取
引
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
防
衛
力
強
化
に
係
る
財
源
確
保
の
た

め
の
税
制
措
置
と
し
て
、2
0
2
4
年

以
降
の
適
切
な
時
期
を
施
行
時
期
と
し

て
、2
0
2
7
年
度
ま
で
に
段
階
的
に

実
施
さ
れ
ま
す
。

①
法
人
税
額
に
対
し
、税
率
4
〜
4
・

5
%
の
付
加
税
を
課
す
こ
と
と
さ
れ
ま

す
。た
だ
し
、課
税
標
準
と
な
る
法
人
税

額
か
ら
5
0
0
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

②
所
得
税
額
に
対
し
、当
分
の
間
、税
率

1
%
の
新
た
な
付
加
税
を
課
す
こ
と
と

し
、
一
方
で
、復
興
特
別
所
得
税
の
税

率
を
1
％
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、課

税
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
す
。③
た
ば
こ

税
に
つ
い
て
は
、
一
本
あ
た
り
３
円
の

引
上
げ
が
、段
階
的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税
関
係

国
際
課
税

納
税
環
境
整
備

防
衛
力
強
化
に
係
る

財
源
確
保
の
た
め
の
税
制
措
置

消
費
税
関
係

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-offi

ce.jp/

〜
中
小
企
業
向
け
の
軽
減
税
率
や
投
資
促
進
税
制
、経
営
強
化
税
制
の

　
　
　 
２
年
延
長
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
け
る
各
種
特
例
措
置
な
ど
〜

令
和
5
年
度 

税
制
改
正
大
綱

投資金額
の下限額

投資金額
の上限額
特定事業活動
の継続期間

払込みに
よる取得

大企業
１億円以上
中小企業
１千万円以上
海外企業
５億円以上

５０億円

３年

発行法人以外
からの購入

５億円以上

海外企業は
対象外

２００億円

５年

実施期間

非課税
保有期間

累計の非課税
投資可能額

年間投資
可能額

つみたてＮＩＳＡ

2042年まで

最大20年間

800万円

40万円

一般ＮＩＳＡ

2023年まで

最大5年間

600万円

120万円

新ＮＩＳＡ

2024年から
恒久化

期限の制限なし

1,800万円
（内成長投資枠
1,200万円）

つみたて投資枠
120万円
成長投資枠
240万円

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－

（　4　）（　5　）



　
政
府
は
、令
和
４
年
１２
月
２３
日
に
令
和
５
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
法
人
税
の
軽
減
税
率
の
特
例
期
限
の
延
長
は
実
現
さ
れ
、イ
ン
ボ
イ
ス
に
つ
い

て
は
影
響
が
大
き
い
改
正
と
な
り
ま
し
た
。ま
た
、Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
や
相
続
時
精
算
課
税
制
度
、電
子
帳
簿
保
存

法
も
改
正
さ
れ
注
目
論
点
が
多
い
年
と
な
っ
て
い
ま
す
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑴
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
税
制
の

　
見
直
し
　

　
対
象
と
な
る
特
定
株
式
に
つ
い
て
、

発
行
法
人
以
外
か
ら
の
購
入
に
よ
り
取

得
し
て
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
こ

と
に
な
る
場
合
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

従
来
の
払
込
み
に
よ
る
場
合
の
上
限
額

は
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵
研
究
開
発
税
制
の
見
直
し

　
一
般
試
験
研
究
費
の
額
に
か
か
る
税

額
控
除
制
度
に
つ
い
て
は
、下
限
を
２
％

か
ら
１
％
に
引
き
下
げ
、上
限
を
10
％

か
ら
14
％
に
引
き
上
げ
、適
用
期
限
は

　
３
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。試
験
研
究

費
の
額
が
平
均
売
上
金
額
の
10
%
を
超

え
る
場
合
の
税
額
控
除
率
の
特
例
及
び

控
除
税
額
の
上
乗
せ
の
特
例
の
適
用
期

限
は
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

　
中
小
企
業
技
術
基
盤
強
化
税
制
に
つ

い
て
は
、増
減
試
験
研
究
費
割
合
が
12

%
を
超
え
る
場
合
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。税
額
控
除
率
の
12
％
に
、増
減
試
験

研
究
費
割
合
か
ら
12
％
を
控
除
し
た
割

合
に
0
・
3
7
5
を
乗
じ
た
割
合
を
加

算
し
ま
す
。試
験
研
究
費
割
合
が
10
％

超
の
場
合
の
上
乗
せ
措
置
に
つ
い
て
は

従
来
通
り
で
す
。

　
特
別
試
験
研
究
費
に
対
す
る
税
額
控

除
制
度
に
つ
い
て
は
、①
対
象
と
な
る

特
別
試
験
研
究
費
の
額
に
、特
別
新
事

業
開
拓
事
業
者
と
の
共
同
研
究
及
び
特

別
新
事
業
開
拓
事
業
者
へ
の
委
託
研
究

に
係
る
試
験
研
究
費
の
額
を
加
え
ら
れ

ま
す
。税
額
控
除
率
は
25
％
と
さ
れ
ま

す
。②
対
象
と
な
る
特
別
試
験
研
究
費

の
額
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
新
規

高
度
研
究
業
務
従
事
者
に
対
す
る
人
件

費
が
含
め
ら
れ
ま
す
。税
額
控
除
率
は

20
％
と
さ
れ
ま
す
。③
対
象
と
な
る
特

別
試
験
研
究
費
の
範
囲
か
ら
、研
究
開

発
型
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
の
共
同
研
究

及
び
研
究
開
発
型
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
へ

の
委
託
研
究
に
係
る
試
験
研
究
費
が
除

外
さ
れ
ま
す
。

⑶
中
小
企
業
等
の
法
人
税
の
軽
減
税
率
の

　
特
例
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽
減

税
率
の
特
例
期
限
は
2
年
間
延
長
さ
れ

ま
す
。

⑷
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
見
直
し

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
等
を
利
用
し
た
節
税

を
除
外
し
て
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑸
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力
向
上
設

　
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
例

　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
に
つ
い
て
、

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
業（
主
要
な
事
業
で

あ
る
も
の
を
除
く
）又
は
暗
号
資
産
マ

イ
ニ
ン
グ
を
委
託
し
て
い
る
場
合
な
ど

を
除
外
し
て
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑴
相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
つ
い
て
の

　
見
直
し

　
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
、特
定

贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財

産
に
係
る
そ
の
年
分
の
贈
与
税
に
つ
い

て
は
、従
来
の
基
礎
控
除
と
は
別
途
、課

税
価
格
か
ら
基
礎
控
除
1
1
0
万
円
を

控
除
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。さ
ら
に
、

特
定
贈
与
者
の
死
亡
の
際
の
相
続
税
の

課
税
価
格
に
加
算
と
な
る
額
は
、基
礎

控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
と
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
特
定

贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
一

定
の
不
動
産
に
つ
い
て
、災
害
等
に
よ
っ

て
被
害
を
受
け
た
場
合
は
、相
続
税
の

課
税
価
格
へ
の
加
算
と
な
る
価
額
は
、

贈
与
時
の
価
額
か
ら
被
害
を
受
け
た
部

分
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
残
額
と

さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
4
年
分
の
贈
与
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

⑵
生
前
贈
与
加
算
の
期
間
の
見
直
し

　
相
続
税
の
生
前
贈
与
加
算
さ
れ
る
期

間
が
、3
年
以
内
か
ら
7
年
以
内
に
変
更

さ
れ
ま
す
。な
お
、3
年
以
内
に
贈
与
さ
れ

た
財
産
以
外
に
つ
い
て
は
、財
産
の
価
額

の
合
計
額
か
ら
1
0
0
万
円
を
控
除
し

た
残
額
が
課
税
価
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
4
年
以
後
贈
与
に
よ
り
取
得

す
る
財
産
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
教
育
資
金
贈
与
の
見
直
し

　
直
系
尊
属
か
ら
教
育
資
金
の
一
括
贈

与
を
受
け
た
場
合
の
非
課
税
措
置
に
つ

い
て
、次
の
変
更
を
加
え
て
、適
用
期
限

が
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。①
贈
与
者

の
死
亡
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
の

合
計
額
が
5
億
円
を
超
え
る
場
合
は
、

常
に
課
税
対
象
と
さ
れ
ま
す
。②
受
贈

者
が
30
歳
に
達
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、

贈
与
税
が
課
さ
れ
る
と
き
は
、
一
般
税

率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。③
教
育
資
金
の

範
囲
に
、都
道
府
県
知
事
等
か
ら
国
家

戦
略
特
別
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
の

外
国
の
保
育
士
資
格
を
有
す
る
者
の
人

員
配
置
基
準
等
の
一
定
の
基
準
を
満
た

す
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
認
可

外
保
育
施
設
に
支
払
わ
れ
る
保
育
料
等

が
加
え
ら
れ
ま
す
。

　
2
0
2
3
年
4
月
以
後
の
教
育
資
金

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑷
結
婚
・子
育
て
資
金
贈
与
の
見
直
し

　
直
系
尊
属
か
ら
結
婚
・
子
育
て
資

金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
非

課
税
措
置
に
つ
い
て
、
受
贈
者
が
50

歳
に
達
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
贈

与
税
が
課
さ
れ
る
と
き
は
、
一
般
税

率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
し
た
上
で
、

適
用
期
限
が
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
3
年
4
月
以
後
の
贈
与
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
恒
久
化

　
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
に
つ
い
て
、恒
久
化
し
、

期
限
を
撤
廃
し
ま
し
た
。ま
た
、
一
般
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
と
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
統
合
し

た
上
で
、つ
み
た
て
投
資
枠
と
成
長
投
資

枠
が
設
け
ら
れ
ま
す
。な
お
、新
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
制
度
は
2
0
2
4
年
か
ら
と
な
り
、

2
0
2
3
年
中
は
旧
制
度
の
適
用
と
な

り
ま
す
。概
要
を
比
較
す
る
と
次
の
通
り

で
す
。

　
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、2
0
2
3
年

ま
で
で
終
了
と
な
り
ま
す
。新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

制
度
は
18
歳
以
上
が
利
用
で
き
ま
す
。

⑵
極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
対
す
る

　
負
担
の
適
正
化

　
基
準
所
得
金
額
か
ら
3
億
3
千
万
円

を
控
除
し
た
金
額
に
22
・
5
％
の
税
率

を
乗
じ
た
金
額
が
、そ
の
年
分
の
基
準

所
得
税
額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、

所
得
税
を
課
税
す
る
制
度
が
創
設
さ
れ

ま
す
。

　
基
準
所
得
金
額
と
は
、そ
の
年
分
の

所
得
税
に
つ
い
て
申
告
不
要
制
度
を
適

用
し
な
い
で
計
算
し
た
合
計
所
得
金
額

で
す
。基
準
所
得
税
額
と
は
、そ
の
年
分

の
基
準
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
の
額

で
す
。な
お
、基
準
所
得
金
額
に
は
、源

泉
分
離
課
税
の
対
象
と
な
る
所
得
金
額

及
び
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
で
非
課
税
と
な
る

額
は
含
み
ま
せ
ん
。

　
2
0
2
5
年
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
の
改
正

　
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
に
つ
い
て
は
、投
資

し
た
金
額
に
つ
い
て
、そ
の
年
の
株
式
の

譲
渡
所
得
か
ら
控
除
で
き
る
部
分
に
つ

い
て
は
従
来
通
り
で
す
が
、株
式
を
売

却
し
た
際
に
20
億
円
ま
で
課
税
さ
れ
な

い
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。従
来
は
課
税

の
繰
り
延
べ
だ
っ
た
も
の
が
２０
億
円
の

非
課
税
枠
を
設
け
た
形
で
す
。

⑷
特
定
中
小
会
社
設
立
時
発
行
株
式
に
関

　
す
る
控
除
制
度

　
特
定
の
中
小
会
社
の
設
立
時
に
払
い

込
ん
だ
金
額
に
つ
い
て
、そ
の
取
得
を
し

た
年
の
株
式
の
譲
渡
所
得
か
ら
控
除
で

き
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。ま
た
、そ

の
株
式
を
売
却
し
た
際
に
20
億
円
ま
で

課
税
さ
れ
な
い
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
と
の
選
択
適
用
と
な

り
ま
す
。

⑸
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
改
正

　
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
税
制
の
株
式

の
権
利
行
使
時
期
が
、付
与
決
議
の
日

か
ら
2
年
超
か
つ
10
年
以
内
か
ら
、２

年
超
か
つ
15
年
以
内
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑴
売
上
税
額
の
２
割
で
消
費
税
を
計
算
で

　
き
る
特
例

　
免
税
事
業
者
が
登
録
申
請
し
た
場
合
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
3
年
間
は
、

8
割
の
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
ま

す
。つ
ま
り
、売
上
税
額
の
2
割
だ
け
を

納
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
１
万
円
未
満
に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
を
不
要

　
と
す
る
特
例

　
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
1
億
円

以
下
又
は
特
定
期
間
の
課
税
売
上
高

5
千
万
円
以
下
で
あ
る
事
業
者
が
、イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
6
年
間
の
課
税

仕
入
に
つ
い
て
支
払
対
価
が
1
万
円
未

満
で
あ
る
場
合
に
は
、帳
簿
の
み
の
保

存
で
税
額
控
除
を
認
め
ら
れ
ま
す
。

⑶
適
格
返
還
請
求
書
の
交
付
義
務
の
免
除

　
の
特
例

　
売
上
に
係
る
対
価
の
返
還
が
税
込
み

1
万
円
未
満
の
場
合
は
、適
格
返
還
請

求
書
の
交
付
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

事
実
上
、振
込
手
数
料
分
の
値
引
き
に

対
す
る
特
例
で
す
。

⑷
登
録
申
請
書
の
提
出
期
限
の
変
更

　
2
0
2
2
年
10
月
1
日
か
ら
登
録
し

た
い
場
合
に
、2
0
2
2
年
3
月
末
ま

で
に
申
請
が
必
要
と
い
う
取
り
扱
い
が

事
実
上
な
く
な
り
ま
す
。

⑴
グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム
課
税
へ
の
対
応

　
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
属

す
る
法
人
に
対
し
て
、国
際
最
低
課
税

額
に
対
す
る
法
人
税
を
課
税
す
る
仕
組

み
を
創
設
し
ま
す
。2
0
2
4
年
4
月

以
後
開
始
す
る
対
象
会
計
年
度
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。

⑵
外
国
子
会
社
合
算
税
制
等
の
見
直
し

　
外
国
子
会
社
合
算
税
制
に
つ
い
て
、特

定
外
国
関
係
会
社
の
税
負
担
割
合
が

27
％
以
上（
現
行
は
30
％
以
上
）で
あ
る

場
合
に
は
適
用
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。2
0
2
4
年
4
月
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
非
居
住
者
の
カ
ジ
ノ
所
得
の
非
課
税
制

　
度
の
創
設

　
非
居
住
者
の
2
0
2
7
年
か
ら
2
0

3
1
年
ま
で
の
間
の
課
税
所
得
に
つ
い

て
は
所
得
税
を
課
さ
な
い
取
扱
い
が
創

設
さ
れ
ま
す
。

　
電
子
帳
簿
保
存
制
度
に
関
し
て
見
直

し
を
行
い
ま
す
。①
過
少
申
告
加
算
税

の
軽
減
対
象
と
な
る
優
良
な
電
子
帳
簿

の
範
囲
に
つ
い
て
明
確
化
さ
れ
ま
す
。

2
0
2
4
年
1
月
以
後
に
申
告
期
限
等

が
到
来
す
る
国
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

②
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
に
つ
い
て
、解
像

度
、階
調
及
び
大
き
さ
に
関
す
る
情
報

の
保
存
要
件
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。記
録

事
項
の
入
力
者
等
に
関
す
る
確
認
要
件

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。相
互
関
連
性
要
件

に
つ
い
て
は
、契
約
書
・
領
収
書
等
の
重

要
書
類
に
限
定
さ
れ
ま
す
。2
0
2
4

年
1
月
以
後
に
保
存
が
行
わ
れ
る
国
税

関
係
書
類
に
適
用
さ
れ
ま
す
。③
電
子

取
引
に
つ
い
て
、判
定
期
間
に
お
け
る
売

上
高
が
5
千
万
円
以
下
で
あ
る
保
存
義

務
者
と
電
磁
的
記
録
の
出
力
書
面
を
用

意
し
、か
つ
電
磁
的
記
録
を
行
う
者
に

つ
い
て
は
、検
索
要
件
の
全
て
を
不
要
と

し
ま
す
。2
0
2
4
年
1
月
以
後
に
行

う
電
子
取
引
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
防
衛
力
強
化
に
係
る
財
源
確
保
の
た

め
の
税
制
措
置
と
し
て
、2
0
2
4
年

以
降
の
適
切
な
時
期
を
施
行
時
期
と
し

て
、2
0
2
7
年
度
ま
で
に
段
階
的
に

実
施
さ
れ
ま
す
。

①
法
人
税
額
に
対
し
、税
率
4
〜
4
・

5
%
の
付
加
税
を
課
す
こ
と
と
さ
れ
ま

す
。た
だ
し
、課
税
標
準
と
な
る
法
人
税

額
か
ら
5
0
0
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

②
所
得
税
額
に
対
し
、当
分
の
間
、税
率

1
%
の
新
た
な
付
加
税
を
課
す
こ
と
と

し
、
一
方
で
、復
興
特
別
所
得
税
の
税

率
を
1
％
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、課

税
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
す
。③
た
ば
こ

税
に
つ
い
て
は
、
一
本
あ
た
り
３
円
の

引
上
げ
が
、段
階
的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税
関
係

国
際
課
税

納
税
環
境
整
備

防
衛
力
強
化
に
係
る

財
源
確
保
の
た
め
の
税
制
措
置

消
費
税
関
係

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
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５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-offi

ce.jp/

〜
中
小
企
業
向
け
の
軽
減
税
率
や
投
資
促
進
税
制
、経
営
強
化
税
制
の

　
　
　 

２
年
延
長
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
け
る
各
種
特
例
措
置
な
ど
〜

令
和
5
年
度 

税
制
改
正
大
綱

投資金額
の下限額

投資金額
の上限額
特定事業活動
の継続期間

払込みに
よる取得

大企業
１億円以上
中小企業
１千万円以上
海外企業
５億円以上

５０億円

３年

発行法人以外
からの購入

５億円以上

海外企業は
対象外

２００億円

５年

実施期間

非課税
保有期間

累計の非課税
投資可能額

年間投資
可能額

つみたてＮＩＳＡ

2042年まで

最大20年間

800万円

40万円

一般ＮＩＳＡ

2023年まで

最大5年間

600万円

120万円

新ＮＩＳＡ

2024年から
恒久化

期限の制限なし

1,800万円
（内成長投資枠
1,200万円）

つみたて投資枠
120万円
成長投資枠
240万円

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－

　
政
府
は
、令
和
４
年
１２
月
２３
日
に
令
和
５
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

　
法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
法
人
税
の
軽
減
税
率
の
特
例
期
限
の
延
長
は
実
現
さ
れ
、イ
ン
ボ
イ
ス
に
つ
い

て
は
影
響
が
大
き
い
改
正
と
な
り
ま
し
た
。ま
た
、Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
や
相
続
時
精
算
課
税
制
度
、電
子
帳
簿
保
存

法
も
改
正
さ
れ
注
目
論
点
が
多
い
年
と
な
っ
て
い
ま
す
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑴
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
税
制
の

　
見
直
し
　

　
対
象
と
な
る
特
定
株
式
に
つ
い
て
、

発
行
法
人
以
外
か
ら
の
購
入
に
よ
り
取

得
し
て
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
こ

と
に
な
る
場
合
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

従
来
の
払
込
み
に
よ
る
場
合
の
上
限
額

は
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵
研
究
開
発
税
制
の
見
直
し

　
一
般
試
験
研
究
費
の
額
に
か
か
る
税

額
控
除
制
度
に
つ
い
て
は
、下
限
を
２
％

か
ら
１
％
に
引
き
下
げ
、上
限
を
10
％

か
ら
14
％
に
引
き
上
げ
、適
用
期
限
は

　
３
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。試
験
研
究

費
の
額
が
平
均
売
上
金
額
の
10
%
を
超

え
る
場
合
の
税
額
控
除
率
の
特
例
及
び

控
除
税
額
の
上
乗
せ
の
特
例
の
適
用
期

限
は
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

　
中
小
企
業
技
術
基
盤
強
化
税
制
に
つ

い
て
は
、増
減
試
験
研
究
費
割
合
が
12

%
を
超
え
る
場
合
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。税
額
控
除
率
の
12
％
に
、増
減
試
験

研
究
費
割
合
か
ら
12
％
を
控
除
し
た
割

合
に
0
・
3
7
5
を
乗
じ
た
割
合
を
加

算
し
ま
す
。試
験
研
究
費
割
合
が
10
％

超
の
場
合
の
上
乗
せ
措
置
に
つ
い
て
は

従
来
通
り
で
す
。

　
特
別
試
験
研
究
費
に
対
す
る
税
額
控

除
制
度
に
つ
い
て
は
、①
対
象
と
な
る

特
別
試
験
研
究
費
の
額
に
、特
別
新
事

業
開
拓
事
業
者
と
の
共
同
研
究
及
び
特

別
新
事
業
開
拓
事
業
者
へ
の
委
託
研
究

に
係
る
試
験
研
究
費
の
額
を
加
え
ら
れ

ま
す
。税
額
控
除
率
は
25
％
と
さ
れ
ま

す
。②
対
象
と
な
る
特
別
試
験
研
究
費

の
額
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
新
規

高
度
研
究
業
務
従
事
者
に
対
す
る
人
件

費
が
含
め
ら
れ
ま
す
。税
額
控
除
率
は

20
％
と
さ
れ
ま
す
。③
対
象
と
な
る
特

別
試
験
研
究
費
の
範
囲
か
ら
、研
究
開

発
型
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
の
共
同
研
究

及
び
研
究
開
発
型
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
へ

の
委
託
研
究
に
係
る
試
験
研
究
費
が
除

外
さ
れ
ま
す
。

⑶
中
小
企
業
等
の
法
人
税
の
軽
減
税
率
の

　
特
例
の
延
長

　
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
の
軽
減

税
率
の
特
例
期
限
は
2
年
間
延
長
さ
れ

ま
す
。

⑷
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
見
直
し

　
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
等
を
利
用
し
た
節
税

を
除
外
し
て
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑸
中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力
向
上
設

　
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
例

　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
に
つ
い
て
、

コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
業（
主
要
な
事
業
で

あ
る
も
の
を
除
く
）又
は
暗
号
資
産
マ

イ
ニ
ン
グ
を
委
託
し
て
い
る
場
合
な
ど

を
除
外
し
て
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑴
相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
つ
い
て
の

　
見
直
し

　
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
、特
定

贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財

産
に
係
る
そ
の
年
分
の
贈
与
税
に
つ
い

て
は
、従
来
の
基
礎
控
除
と
は
別
途
、課

税
価
格
か
ら
基
礎
控
除
1
1
0
万
円
を

控
除
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。さ
ら
に
、

特
定
贈
与
者
の
死
亡
の
際
の
相
続
税
の

課
税
価
格
に
加
算
と
な
る
額
は
、基
礎

控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
と
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
特
定

贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
一

定
の
不
動
産
に
つ
い
て
、災
害
等
に
よ
っ

て
被
害
を
受
け
た
場
合
は
、相
続
税
の

課
税
価
格
へ
の
加
算
と
な
る
価
額
は
、

贈
与
時
の
価
額
か
ら
被
害
を
受
け
た
部

分
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
残
額
と

さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
4
年
分
の
贈
与
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

⑵
生
前
贈
与
加
算
の
期
間
の
見
直
し

　
相
続
税
の
生
前
贈
与
加
算
さ
れ
る
期

間
が
、3
年
以
内
か
ら
7
年
以
内
に
変
更

さ
れ
ま
す
。な
お
、3
年
以
内
に
贈
与
さ
れ

た
財
産
以
外
に
つ
い
て
は
、財
産
の
価
額

の
合
計
額
か
ら
1
0
0
万
円
を
控
除
し

た
残
額
が
課
税
価
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
4
年
以
後
贈
与
に
よ
り
取
得

す
る
財
産
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
教
育
資
金
贈
与
の
見
直
し

　
直
系
尊
属
か
ら
教
育
資
金
の
一
括
贈

与
を
受
け
た
場
合
の
非
課
税
措
置
に
つ

い
て
、次
の
変
更
を
加
え
て
、適
用
期
限

が
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。①
贈
与
者

の
死
亡
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
の

合
計
額
が
5
億
円
を
超
え
る
場
合
は
、

常
に
課
税
対
象
と
さ
れ
ま
す
。②
受
贈

者
が
30
歳
に
達
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、

贈
与
税
が
課
さ
れ
る
と
き
は
、
一
般
税

率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。③
教
育
資
金
の

範
囲
に
、都
道
府
県
知
事
等
か
ら
国
家

戦
略
特
別
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
の

外
国
の
保
育
士
資
格
を
有
す
る
者
の
人

員
配
置
基
準
等
の
一
定
の
基
準
を
満
た

す
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
認
可

外
保
育
施
設
に
支
払
わ
れ
る
保
育
料
等

が
加
え
ら
れ
ま
す
。

　
2
0
2
3
年
4
月
以
後
の
教
育
資
金

に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑷
結
婚
・子
育
て
資
金
贈
与
の
見
直
し

　
直
系
尊
属
か
ら
結
婚
・
子
育
て
資

金
の
一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
非

課
税
措
置
に
つ
い
て
、
受
贈
者
が
50

歳
に
達
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
贈

与
税
が
課
さ
れ
る
と
き
は
、
一
般
税

率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
し
た
上
で
、

適
用
期
限
が
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

　
2
0
2
3
年
4
月
以
後
の
贈
与
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
恒
久
化

　
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
に
つ
い
て
、恒
久
化
し
、

期
限
を
撤
廃
し
ま
し
た
。ま
た
、
一
般
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
と
つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
統
合
し

た
上
で
、つ
み
た
て
投
資
枠
と
成
長
投
資

枠
が
設
け
ら
れ
ま
す
。な
お
、新
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
制
度
は
2
0
2
4
年
か
ら
と
な
り
、

2
0
2
3
年
中
は
旧
制
度
の
適
用
と
な

り
ま
す
。概
要
を
比
較
す
る
と
次
の
通
り

で
す
。

　
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、2
0
2
3
年

ま
で
で
終
了
と
な
り
ま
す
。新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

制
度
は
18
歳
以
上
が
利
用
で
き
ま
す
。

⑵
極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
対
す
る

　
負
担
の
適
正
化

　
基
準
所
得
金
額
か
ら
3
億
3
千
万
円

を
控
除
し
た
金
額
に
22
・
5
％
の
税
率

を
乗
じ
た
金
額
が
、そ
の
年
分
の
基
準

所
得
税
額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、

所
得
税
を
課
税
す
る
制
度
が
創
設
さ
れ

ま
す
。

　
基
準
所
得
金
額
と
は
、そ
の
年
分
の

所
得
税
に
つ
い
て
申
告
不
要
制
度
を
適

用
し
な
い
で
計
算
し
た
合
計
所
得
金
額

で
す
。基
準
所
得
税
額
と
は
、そ
の
年
分

の
基
準
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
の
額

で
す
。な
お
、基
準
所
得
金
額
に
は
、源

泉
分
離
課
税
の
対
象
と
な
る
所
得
金
額

及
び
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
で
非
課
税
と
な
る

額
は
含
み
ま
せ
ん
。

　
2
0
2
5
年
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
の
改
正

　
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
に
つ
い
て
は
、投
資

し
た
金
額
に
つ
い
て
、そ
の
年
の
株
式
の

譲
渡
所
得
か
ら
控
除
で
き
る
部
分
に
つ

い
て
は
従
来
通
り
で
す
が
、株
式
を
売

却
し
た
際
に
20
億
円
ま
で
課
税
さ
れ
な

い
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。従
来
は
課
税

の
繰
り
延
べ
だ
っ
た
も
の
が
２０
億
円
の

非
課
税
枠
を
設
け
た
形
で
す
。

⑷
特
定
中
小
会
社
設
立
時
発
行
株
式
に
関

　
す
る
控
除
制
度

　
特
定
の
中
小
会
社
の
設
立
時
に
払
い

込
ん
だ
金
額
に
つ
い
て
、そ
の
取
得
を
し

た
年
の
株
式
の
譲
渡
所
得
か
ら
控
除
で

き
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。ま
た
、そ

の
株
式
を
売
却
し
た
際
に
20
億
円
ま
で

課
税
さ
れ
な
い
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
と
の
選
択
適
用
と
な

り
ま
す
。

⑸
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
改
正

　
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
税
制
の
株
式

の
権
利
行
使
時
期
が
、付
与
決
議
の
日

か
ら
2
年
超
か
つ
10
年
以
内
か
ら
、２

年
超
か
つ
15
年
以
内
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑴
売
上
税
額
の
２
割
で
消
費
税
を
計
算
で

　
き
る
特
例

　
免
税
事
業
者
が
登
録
申
請
し
た
場
合
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
3
年
間
は
、

8
割
の
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
ま

す
。つ
ま
り
、売
上
税
額
の
2
割
だ
け
を

納
税
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
１
万
円
未
満
に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
を
不
要

　
と
す
る
特
例

　
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
1
億
円

以
下
又
は
特
定
期
間
の
課
税
売
上
高

5
千
万
円
以
下
で
あ
る
事
業
者
が
、イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
6
年
間
の
課
税

仕
入
に
つ
い
て
支
払
対
価
が
1
万
円
未

満
で
あ
る
場
合
に
は
、帳
簿
の
み
の
保

存
で
税
額
控
除
を
認
め
ら
れ
ま
す
。

⑶
適
格
返
還
請
求
書
の
交
付
義
務
の
免
除

　
の
特
例

　
売
上
に
係
る
対
価
の
返
還
が
税
込
み

1
万
円
未
満
の
場
合
は
、適
格
返
還
請

求
書
の
交
付
義
務
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

事
実
上
、振
込
手
数
料
分
の
値
引
き
に

対
す
る
特
例
で
す
。

⑷
登
録
申
請
書
の
提
出
期
限
の
変
更

　
2
0
2
2
年
10
月
1
日
か
ら
登
録
し

た
い
場
合
に
、2
0
2
2
年
3
月
末
ま

で
に
申
請
が
必
要
と
い
う
取
り
扱
い
が

事
実
上
な
く
な
り
ま
す
。

⑴
グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム
課
税
へ
の
対
応

　
特
定
多
国
籍
企
業
グ
ル
ー
プ
等
に
属

す
る
法
人
に
対
し
て
、国
際
最
低
課
税

額
に
対
す
る
法
人
税
を
課
税
す
る
仕
組

み
を
創
設
し
ま
す
。2
0
2
4
年
4
月

以
後
開
始
す
る
対
象
会
計
年
度
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。

⑵
外
国
子
会
社
合
算
税
制
等
の
見
直
し

　
外
国
子
会
社
合
算
税
制
に
つ
い
て
、特

定
外
国
関
係
会
社
の
税
負
担
割
合
が

27
％
以
上（
現
行
は
30
％
以
上
）で
あ
る

場
合
に
は
適
用
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。2
0
2
4
年
4
月
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
非
居
住
者
の
カ
ジ
ノ
所
得
の
非
課
税
制

　
度
の
創
設

　
非
居
住
者
の
2
0
2
7
年
か
ら
2
0

3
1
年
ま
で
の
間
の
課
税
所
得
に
つ
い

て
は
所
得
税
を
課
さ
な
い
取
扱
い
が
創

設
さ
れ
ま
す
。

　
電
子
帳
簿
保
存
制
度
に
関
し
て
見
直

し
を
行
い
ま
す
。①
過
少
申
告
加
算
税

の
軽
減
対
象
と
な
る
優
良
な
電
子
帳
簿

の
範
囲
に
つ
い
て
明
確
化
さ
れ
ま
す
。

2
0
2
4
年
1
月
以
後
に
申
告
期
限
等

が
到
来
す
る
国
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

②
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
に
つ
い
て
、解
像

度
、階
調
及
び
大
き
さ
に
関
す
る
情
報

の
保
存
要
件
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。記
録

事
項
の
入
力
者
等
に
関
す
る
確
認
要
件

が
廃
止
さ
れ
ま
す
。相
互
関
連
性
要
件

に
つ
い
て
は
、契
約
書
・
領
収
書
等
の
重

要
書
類
に
限
定
さ
れ
ま
す
。2
0
2
4

年
1
月
以
後
に
保
存
が
行
わ
れ
る
国
税

関
係
書
類
に
適
用
さ
れ
ま
す
。③
電
子

取
引
に
つ
い
て
、判
定
期
間
に
お
け
る
売

上
高
が
5
千
万
円
以
下
で
あ
る
保
存
義

務
者
と
電
磁
的
記
録
の
出
力
書
面
を
用

意
し
、か
つ
電
磁
的
記
録
を
行
う
者
に

つ
い
て
は
、検
索
要
件
の
全
て
を
不
要
と

し
ま
す
。2
0
2
4
年
1
月
以
後
に
行

う
電
子
取
引
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
防
衛
力
強
化
に
係
る
財
源
確
保
の
た

め
の
税
制
措
置
と
し
て
、2
0
2
4
年

以
降
の
適
切
な
時
期
を
施
行
時
期
と
し

て
、2
0
2
7
年
度
ま
で
に
段
階
的
に

実
施
さ
れ
ま
す
。

①
法
人
税
額
に
対
し
、税
率
4
〜
4
・

5
%
の
付
加
税
を
課
す
こ
と
と
さ
れ
ま

す
。た
だ
し
、課
税
標
準
と
な
る
法
人
税

額
か
ら
5
0
0
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

②
所
得
税
額
に
対
し
、当
分
の
間
、税
率

1
%
の
新
た
な
付
加
税
を
課
す
こ
と
と

し
、
一
方
で
、復
興
特
別
所
得
税
の
税

率
を
1
％
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、課

税
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
す
。③
た
ば
こ

税
に
つ
い
て
は
、
一
本
あ
た
り
３
円
の

引
上
げ
が
、段
階
的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税
関
係

国
際
課
税

納
税
環
境
整
備

防
衛
力
強
化
に
係
る

財
源
確
保
の
た
め
の
税
制
措
置

消
費
税
関
係

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-offi

ce.jp/

〜
中
小
企
業
向
け
の
軽
減
税
率
や
投
資
促
進
税
制
、経
営
強
化
税
制
の

　
　
　 

２
年
延
長
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
け
る
各
種
特
例
措
置
な
ど
〜

令
和
5
年
度 

税
制
改
正
大
綱

投資金額
の下限額

投資金額
の上限額
特定事業活動
の継続期間

払込みに
よる取得

大企業
１億円以上
中小企業
１千万円以上
海外企業
５億円以上

５０億円

３年

発行法人以外
からの購入

５億円以上

海外企業は
対象外

２００億円

５年

実施期間

非課税
保有期間

累計の非課税
投資可能額

年間投資
可能額

つみたてＮＩＳＡ

2042年まで

最大20年間

800万円

40万円

一般ＮＩＳＡ

2023年まで

最大5年間

600万円

120万円

新ＮＩＳＡ

2024年から
恒久化

期限の制限なし

1,800万円
（内成長投資枠
1,200万円）

つみたて投資枠
120万円
成長投資枠
240万円

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－

（　4　）（　5　）

◆
税
納
め
　
地
域
に
広
が
る
　
笑
顔
の
輪
（
文
京
区
立
茗
台
中
学
校
）



（　6　）（　7　）

文京都税事務所だより 文京都税事務所だより

小石川税務署からのお知らせ



（　6　）（　7　）

文京都税事務所だより 文京都税事務所だより

◆
納
税
で
　
つ
く
る
安
心
　
咲
く
笑
顔
（
文
京
区
立
茗
台
中
学
校
）
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
で
四

年
ぶ
り
と
な
る
青
年
部
会
活
動
報
告
会
を
二

月
十
七
日
（
金
）「
食
彩
酒
席
ビ
カ
ヴ
ォ
」（
部

会
員
）
に
お
い
て
総
勢
十
九
名
の
ご
参
加
を

得
、
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

新
入
会
員
の
ス
テ
ア
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ

株
式
会
社
の
阿
部
誠
さ
ん
、
株
式
会
社Spa 

Tokyo

の
米
蒸
星
子
さ
ん
、
ま
た
Ｏ
Ｂ
の
藤

田
哲
朗
副
会
長
、
末
永
祐
二
理
事
、
白
石
英

行
さ
ん
に
も
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

報
告
会
で
は
、
資
料
を
も
と
に
日
頃
の
青

年
部
会
の
活
動
を
、
ま
た
特
に
昨
年
の
わ
く

わ
く
ス
ポ
ー
ツ
ま
つ
り
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
行
事
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
か
、
ど
ん

な
工
夫
を
し
た
か
、
ど
ん
な
苦
労
が
あ
っ
た

か
な
ど
率
直
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。

青
年
部
会
は
、
一
企
業
で
は
行
え
な
い
規

模
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
が

部
会
員
は
み
な
こ
れ
を
有
意
義
に
感
じ
、
そ

し
て
楽
し
ん
で
も
い
る
こ
と
を
お
伝
え
出
来

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

青
年
部
会
は
昨
年
の
総
会
に
お
い
て
改
選

期
起
算
で
五
十
五
歳
未
満
と
な
り
ま
し
た
。

対
象
と
な
る
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。 

田
草
川
　
達
也

青
年
部
会
活
動
報
告
会

わくスポを熱く語る田草川副部会長

開始2時間すっかり打ちとけました



（　8　）（　9　）

◆
生
活
を
　
文
化
を
守
る
　
消
費
税
（
文
京
区
立
第
一
中
学
校
）

令
和
五
年
二
月
八
日
、
池
之
端
の
食
養
生

「
古
月
」
に
お
い
て
女
性
部
会
新
年
研
修
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
講
師
を
、
有
限
会
社
ラ

イ
ト
ア
ロ
ー
代
表
取
締
役
で
コ
ス
メ
コ
ン
シ

ェ
ル
ジ
ュ
の
武
田
ミ
オ
先
生
に
お
願
い
し
ま

し
た
。
演
題
は
「
自
分
磨
き
は
肌
磨
き
　
正

し
い
知
識
で
賢
く
キ
レ
イ
」

改
め
て
肌
に
つ
い
て
勉
強
い
た
し
ま
し

た
。
化
粧
品
と
医
薬
部
外
品
・
医
薬
品
の
違

い
、
成
分
表
記
の
読
み
方
、
肌
に
悪
い
こ
と

は
何
か
。
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
事

ば
か
り
。
参
加
者
の
次
々
と
発
せ
ら
れ
る
質

問
に
も
丁
寧
に
お
答
え
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

研
修
会
後
は
、
食
養
生
の
考
え
を
基
に
し

た
中
国
料
理
を
美
味
し
く
い
た
だ
き
、
肌
も

艶
々
に
な
っ
た
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

武
田
ミ
オ
先
生
を
囲
ん
で
の
和
気
藹
々
と

し
た
会
と
な
り
ま
し
た
。
ご
参
加
下
さ
っ
た

会
員
の
み
な
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

今
号
の
表
紙
を
飾
っ
て
い
る
安
川
結
惟
さ

ん
の
作
品
が
、
東
法
連
女
連
協
「
税
に
関
す

る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
選
考
会
で
優
秀

賞
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
小
石
川
法
人
会
女
性

部
会
で
選
ば
れ
た
作
品
が
受
賞
す
る
の
は
、

一
昨
年
に
続
く
快
挙
と
な
り
ま
す
。

安
川
さ
ん
の
作
品
は
、
大
き
な
満
開
の
桜

を
中
心
に
据
え
、
税
が
私
た
ち
の
明
る
い
未

来
を
開
く
こ
と
を
力
強
く
訴
え
た
作
品
で
、

「
日
本
を
象
徴
す
る
桜
を
中
心
に
置
き
、
周

囲
に
建
物
を
放
射
状
に
配
置
す
る
な
ど
大
小

を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
素
晴
ら
し
い
作
品

で
す
」
と
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

作
品
は
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
・
ポ
ス
タ
ー
や

ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
に
印
刷
さ
れ
て

東
法
連
で
広
く
活
用
さ
れ
ま
す
。

私
た
ち
女
性
部
会
の
活
動
も
、
こ
の
大
き

な
桜
の
木
の
よ
う
に
今
ま
さ
に
未
来
に
向
か

っ
て
力
強
く
咲
き
誇
っ
て
い
き
た
い
と
勇
気

を
も
ら
い
ま
し
た
。

自
分
磨
き
の
一
年
を
！

女
性
部
会
新
年
研
修
会

安
川
結
惟
さ
ん

優
秀
賞
受
賞
!!
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◆
テ
レ
ワ
�
ク
�
ひ
と
り
自
宅
で
の
Ｐ
Ｃ
作

業
で
首
痛
に

建
築
会
社
の
設
計
士
と
し
て
働
く
30

代
の

Ｍ
さ
ん
は
�
大
卒
後
入
社
し
て
一
級
建
築
士

の
資
格
も
取
得
�
中
堅
社
員
と
し
て
会
社
の

成
長
に
も
貢
献
し
て
き
た
�
コ
ロ
ナ
禍
で
テ

レ
ワ
ー
ク
の
日
々
�
現
場
作
業
員
や
営
業
職

は
出
勤
し
て
い
た
が
�
Ｐ
Ｃ
に
よ
る
設
計
業

務
は
在
宅
で
も
十
分
可
能
だ
�
た
�む
し
ろ
�

作
業
に
集
中
で
き
る
利
点
が
あ
�
た
�
自
宅

か
ら
駅
ま
で
の
徒
歩
や
電
車
で
の
往
復
時
間

が
な
い
分
�
作
業
で
き
る
時
間
も
多
く
な
�

た
�
そ
ん
な
日
々
が
続
い
て
１
年
半
�
首
の

痛
み
�
頭
痛
�
手
の
し
び
れ
を
感
じ
る
よ
う

に
な
り
�
近
く
の
整
形
外
科
医
院
へ
�
頚
椎

︵
け
い
つ
い
︶
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
の
疑
い
と
�

手
術
が
必
要
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も

指
摘
さ
れ
た
�
驚
い
た
Ｍ
さ
ん
は
会
社
の
健

康
管
理
室
に
相
談
�
産
業
医︵
内
科
医
︶か
ら

理
学
療
法
士
を
紹
介
さ
れ
た
�
戸
惑
い
も
あ

�
た
が
�結
果
的
に
は
い
い
展
開
に
な
�
た
�

◆
そ
れ
は
現
代
病
の
ひ
と
つ
�
理
学
療
法
士

の
原
因
説
明
に
納
得

ス
マ
ホ
、
Ｐ
Ｃ
…

う
つ
む
く
姿
勢
が
危
な
い

理
学
療
法
士
は
ま
ず
�
最
近
特
に
首
か
ら

肩
に
か
け
て
の
痛
み
を
示
す
﹁
頸
部
︵
け
い

ぶ
︶
痛
﹂
の
発
生
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
�

そ
の
原
因
の
多
く
は
�
Ｐ
Ｃ
作
業
と
ス
マ
ホ

の
普
及
と
説
明
�
Ｍ
さ
ん
は
自
宅
で
長
時
間

う
つ
む
く
姿
勢
で
作
業
し
て
い
る
こ
と
か

ら
�
常
に
首
に
負
担
が
か
か
�
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
た
�
椎
間
板
が
つ
ぶ
れ
や
す
く
な

�
て
い
る
こ
と
�
椎
間
板
に
あ
る
髄
核
と
い

う
物
質
が
飛
び
出
し
て
痛
み
や
し
び
れ
に
つ

な
が
�
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
�﹁
一
種
の

現
代
病
﹂
と
丁
寧
に
語
り
�
Ｍ
さ
ん
も
納
得

し
た
�
さ
ら
に
療
法
士
は
�
成
人
の
頭
の
重

さ
は
体
重
の
約
10

％
で
６
㎏
前
後
�
首
周
り

の
筋
肉
は
こ
の
重
さ
を
支
え
る
た
め
に
活
動

し
�
15

度
う
つ
む
く
だ
け
で
頭
を
支
え
る
た

め
に
生
じ
る
負
担
は
12

㎏
前
後
ま
で
増
加
す

る
こ
と
�
何
も
手
を
打
た
な
い
と
筋
肉
は
疲

労
し
�
痛
み
や
肩
こ
り
�
し
び
れ
や
め
ま
い

な
ど
の
不
調
が
日
常
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ

と
も
語
�
て
く
れ
た
�

◆
背
筋
を
伸
ば
し
画
面
と
の
距
離
も
意
識
�

や
�
ぱ
り
休
憩
が
大
切

頸
部
痛
を
防
ぐ
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い

か
�
Ｍ
さ
ん
の
場
合
は
�
Ｐ
Ｃ
の
使
用
時
間

を
で
き
る
だ
け
短
く
す
る
こ
と
�
う
つ
む
く

姿
勢
を
改
め
�
目
線
の
高
さ
で
作
業
す
る
と

い
う
�
と
り
あ
え
ず
の
結
論
が
出
た
�
Ｍ
さ

産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
　
柏
木
　
勇
一

ん
は
療
法
士
の
説
明
を
受
け
て
�
出
社
の
場

合
は
当
然
歩
く
し
�
職
場
で
は
同
僚
と
の
会

話
で
Ｐ
Ｃ
か
ら
離
れ
�
休
憩
や
昼
食
時
間
は

会
話
も
欠
か
さ
な
か
�
た
こ
と
�
つ
ま
り
一

日
中
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
の
在
宅
で
は
そ
う
い
う

余
裕
の
時
間
が
な
か
�
た
こ
と
に
気
づ
い

た
�
そ
こ
か
ら
�
在
宅
で
も
部
屋
か
ら
離
れ

て
散
歩
や
太
陽
の
光
を
浴
び
る
こ
と
を
心
が

け
�
作
業
中
は
猫
背
に
な
ら
な
い
よ
う
足
を

フ
ロ
ア
に
つ
け
�
背
筋
を
伸
ば
し
て
画
面
と

の
距
離
も
意
識
す
る
よ
う
に
な
�
た
�

ス
マ
ホ
を
手
放
せ
な
い
時
代
に
な
り
�
頸

部
痛
は
﹁
ス
マ
ホ
首
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
�
現

代
病
の
ひ
と
つ
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
い

る
�
実
は
�Ｐ
Ｃ
や
ス
マ
ホ
だ
け
で
は
な
く
�

料
理
を
す
る
際
も
う
つ
む
い
て
し
ま
う
人
が

多
く
�
こ
れ
も
要
注
意
�
手
術
が
必
要
に
な

る
病
気
に
な
る
前
に
�
Ｐ
Ｃ
に
向
か
う
普
段

の
姿
勢
は
ど
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令和５年度各種相談・研修・講習会開催のご案内

税務・経営研修会の内容は、皆様からいただきましたアンケートで開催要望の多いものの中
から選びました。いずれも有益なものばかりです。厳しい企業経営環境の現在、企業会計と
税務の正しい知識を身につけられ企業の健全な発展の一助になればとご案内申し上げます。

※上記テーマについては、改正の動向により変更する場合があります。

１．会　　場 文京区民センター２A会議室
 （文京区本郷4-15-14　春日町交差点角）
２．時　　間 毎回　　午後２時～４時
３．受 講 料 テキストともに無料
４．申 込 先 公益社団法人小石川法人会　℡3816-4184

税 務 ・ 経 営 研 修 会

日々の業務のなかで、この問題について聞いてみたい、ちょっと相談してみたいと思うこと
はありませんか。小石川管内全法人を対象に、東京税理士会小石川支部より税理士の先生を
派遣していただき、下記の通り無料相談を開催しております。お気軽にご相談下さい。

１．会　　場 公益社団法人小石川法人会事務局会議室
 文京区後楽1-7-12 林友ビル３階
２．時　　間 毎回　午後１時～３時
３．申 込 先 予約制です。事前にお電話にてお申し込み下さい　℡3816-4184

担当税理士

2023年 2024年

4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 2月 3月
14日 12日 9日 14日 8日 13日 10日 8日 9日 8日

篠﨑　景祐 ○ ○ ○ ○ ○
本田　秀次 ○ ○ ○ ○ ○

税 理 士 無 料 相 談

実務で役立つ経理・会計の基礎が習得できる全10回の初級簿記講習会です。
簿記がまったく初めてという方でも安心して学習できます。

簿 記 （ 初 級 ） 講 習 会

１．講　　師 東京税理士会小石川支部　税理士　篠﨑 景祐先生
２．会　　場 小石川法人会事務局会議室
３．受 講 料  会員（6,000円）　一般（8,000円）
４．定　　員 10名（定員を超えた場合は、抽選となります）
５．申 込 先  公益社団法人小石川法人会　℡3816-4184

　月　日（曜日） 時 間 割 等 　月　日（曜日） 時 間 割 等

６月２日（金）
６月６日（火）
６月12日（月）
６月15日（木）
６月22日（木）

開講式

午後１時30分～４時30分

６月27日（火）
７月３日（月）
７月６日（木）
７月10日（月）
７月12日（水）

午後１時30分～４時30分

閉講式

開　催　日 研　 修 　内 　容 講　　　師

６月７日（水） ○ 令和５年度 税制改正について
　 ～インボイス制度・電子帳簿保存法の改正も含めて～ 小石川税務署担当官

９月12日（火） ○ 間近に迫ったインボイス制度の注意事項について
○ 電子帳簿保存法の実務的な対応について

税理士
三添 聡先生

11月８日（水） ○ 令和５年分 年末調整について〈年末調整説明会〉 小石川税務署担当官
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５月～７月の主要行事予定 ◆

月 日時 行事名 開催場所

5

　
　
月

10日（水）13：10 会計監査 文京区民センター
２Ａ会議室

10日（水）14：00 理事会 文京区民センター
２Ａ会議室

12日（金）13：00 ☆税理士の無料相談 法人会事務局会議室

17日（水）14：00 ☆決算法人説明会 税務署会議室

24日（水）13：30 広報委員会 法人会事務局会議室

6

　
　
月

２日（金）13：30 ☆簿記講習会・開講式 法人会事務局会議室

５日（月）14：00 ☆新設法人説明会 税務署会議室

６日（火）13：30 ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

７日（水）14：00 ☆税務・経営研修会 文京区民センター
２Ａ会議室

９日（金）13：00 ☆税理士の無料相談 法人会事務局会議室

12日（月）13：30 ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

13日（火）11：00 第３支部懇親ゴルフ会 カメリアヒルズC.C.

13日（火）11：00 関係民間団体連絡協議会 税務署会議室

15日（木）13：30 ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

16日（金）14：00 ☆決算法人説明会 税務署会議室

20日（火）17：00 正副会長会 東京ドームホテル

20日（火）17：30 第12回通常総会 東京ドームホテル

22日（木）13：30 ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

27日（火）13：30 ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

7

　
　
月

３日（月）13：30 ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

６日（木）13：30 ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

10日（月）13：30 ☆簿記講習会 法人会事務局会議室

12日（水）13：30 ☆簿記講習会・閉講式 法人会事務局会議室

14日（金）13：00 ☆税理士の無料相談 法人会事務局会議室

19日（水）14：00 正副会長会 東京ドームホテル

19日（水）14：30 ☆健康講演会 東京ドームホテル

19日（水）16：10 理事会 東京ドームホテル

19日（水）17：00 合同役員会 東京ドームホテル

26日（水）14：00 ☆決算法人説明会 税務署会議室

小石川法人会・ホームページ		http://www.koishikawa-houjinkai.or.jp/・Eメール		info@koishikawa-houjinkai.or.jp
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